
令和元年度執行事務事業

施策名 基本事業 番号 事務事業名

地域福祉の推進と
生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発 1 田沼行政センター特別障害給付金事務

2 田沼行政センター国民年金協力・連携事務

3 基礎年金等事務（田沼行政センター）

4 年金生活者支援給付金支給事務

5 特別障害給付金事務

6 田沼行政センター年金生活者支援給付金支給事務

7 国民年金協力・連携事務

8 葛生行政センター年金生活者支援給付金支給事務

9 葛生行政センター特別障害給付金事務

10 葛生行政センター国民年金協力・連携事務

11 基礎年金等事務(市民課)

12 基礎年金等事務（葛生行政センター）



年 月
年度

３

３

３

４ 市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

実施方法

事業費項目

Ｒ１年度（実績）

0

0

H17　年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 田沼行政センター特別障害給付金事務

基本目標

政　　策

単年度繰り返し

施　　策

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード 款

00

項目

単位

18

Ｈ２９年度
（実績）

16 18回

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

0

Ｒ３年度（目標）

0
項目

令和

事業費

Ｒ２年度
（目標）

特定障害者に対する特別障害年
金の支給に関する法律

0 0
0 0
0トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

0
0

6人

時間

0

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

継続事業

一般事業

0

0

Ｒ２年度
（目標）

特別障害給付金承認件数 件

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

0

0

0 0

6

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

根拠
法令

条例等

0

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

0

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

対象指標

人

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

0

市民係

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

0

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

2

担当係

左記事業概要と同じ

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

田沼行政センター

政策体系コード 3334

直営

前原浩美

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

国民年金に任意加入していなかったために障
害基礎年金等を受給できない障がい者に対
し、給付金を支給する事業で、法定受託事務
として相談・受付等を行う。

担当
組織

担当部

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円 0

千円県支出金

活動指標

特別障害給付金請求件数

目
的

特別障害給付金受給者

成果指標

特別障害給付金受給権者及びこれから申請し
ようとする特定障害者

千円

Ｈ２９年度（実績）

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

国民年金制度の理解を深める。

特別障害給付金の請求に関する相談、受付を
行い、給付金の承認に繋げる。

国民年金制度の周知・啓発回
数

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費投

入
量

財源内訳 単位

事業費項目

0

Ｈ２９年度
（実績）

0

上位成果指標

事業費

0
項目

単位

件

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）



受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

国が特別障害給付金として支給するものであり、受益者負担は求められない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

×○

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果

コスト

向
上

維
持

× ×

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持 現状維持により対象外

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

田沼行政センター 担当係 市民係田沼行政センター特別障害給付金事務

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
国民年金に任意加入していなかったことにより、その期間中の傷病で障がいが残っていても、障害
基礎年金の対象にならないことから、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮
し、平成１７年４月から福祉的措置として創設された。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金記録問題が発生し、平成２２年１月に社会保険庁が廃止になり「日本年金機構」が設立された。

特になし

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

削減の余地はない。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名 特別障害給付金事務、葛生行政センター特別障害給付金事務

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がない
理由・
改善案

相談者の受給権確保に結びつく事例自体が少ないが、これまで通り制度の周知・啓発を行ってい
く。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

障害基礎年金の受給権がない障がい者の方が、特別障害給付金を受給することで生活の保持が
図れる。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

特別障害給付金受給権者の現況を把握し、また特定障害者からの相談や申請により受給権を確保
することができるため、特段見直す必要はない。

市が行わなければならない

現状維持（従来通り実施）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

特別障害給付金受給権者がいなくなったとき。

庁舎及び各行政センターの窓口業務であるため、統合等はできない。

維持

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？



年 月
年度

３

３

３

４ 市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

実施方法

事業費項目

Ｒ１年度（実績）

0

20,601

Ｈ12年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 田沼行政センター国民年金協力・連携事務

基本目標

政　　策

単年度繰り返し

施　　策

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード 款

00

項目

単位

18

Ｈ２９年度
（実績）

16 18回

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

0

Ｒ３年度（目標）

0
項目

令和

事業費

Ｒ２年度
（目標）

国民年金法
国民年金法に基づき市町村に交
付する事務費に関する政令

394 450
1,505 1,717
1,505トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

394
1,504

6人

時間

1,504

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

継続事業

一般事業

19,960

1,457

Ｒ２年度
（目標）

年金相談件数 件

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

1,594

5

1,717 0

6

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

根拠
法令

条例等

21,426

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

963

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

対象指標

人

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

18

市民係

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

18

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

2

担当係

左記事業概要と同じ

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

田沼行政センター

政策体系コード 3334

直営

前原　浩美

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

国民年金事務の中で、国（厚生労働省）からの
求めに応じ、資格取得時等における納付督
励、口座振替・前納の促進、年金制度の周知・
広報、年金に関する相談（来庁・電話）、年金
定期便等に関する相談、所得情報の提供、納
付書の再発行依頼、年金受給者の未支給受
付・送付、その他地域の実情を踏まえた協力
を行う。

担当
組織

担当部

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円 0

千円県支出金

活動指標

国民年金制度の周知啓発回
数

目
的

国民年金被保険者数

成果指標

国民年金被保険者

千円

Ｈ２９年度（実績）

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

未納者や無年金者を無くし、年金受給権を確
保する。

国民年金制度の周知・啓発・相談を行い、国
民年金被保険者の受給権を確保する。

国民年金制度の周知・啓発回
数

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費投

入
量

財源内訳 単位

事業費項目

0

Ｈ２９年度
（実績）

16

上位成果指標

事業費

0
項目

単位

回

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）



受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

協力・連携事務は国民年金被保険者全員を対象とするため、受益者負担という考え方はない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

日本年金機構に対する不信感があるの
で、これを払拭するとともに市町村もよ
り一層の協力・連携を図る。

×

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果

コスト

○
向
上

維
持

× ×

年金受給者に対し、年金事務所と連携を図り、効果的な受給権者の
確保に努める。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持 現状維持により対象外

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

田沼行政センター 担当係 市民係田沼行政センター国民年金協力・連携事務

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
平成11年7月「地方分権一括法」が公布され、機関委任事務制度を廃止して、新たに自治事務と法
定受託事務に区別された。国民年金事務は、法定受託事務を除いた事務については、国と市町村
が協力・連携して行うこととなった。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金記録問題が発生したため、社会保険庁を廃止して公的年金業務の適正な運営を行う民間法人として、
平成22年1月に「日本年金機構」を設立。社会保険事務所は年金事務所として名称変更があったが、引続き
同様の業務を実施している。また「マクロ経済スライド制」の導入で持続可能な年金制度を図るとともに、国民
年金法の一部改正により、年金受給資格期間が25年から10年に短縮された。

年金記録問題に端を発して日本年金機構が設立されたが、データ流失問題も起き、年金機構に対
する信頼を落としたこともあり、市民の年金機構の運営に対する厳しい姿勢を感じる。また、自分自
身の年金受給に対する関心がより一層深まっている。

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

人件費のみであり、削減の余地はない。

類似事務事業はあるが、統
合・連携できない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名 国民年金協力・連携事務、葛生行政センター国民年金協力・連携事務

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がある程度あ
る

理由・
改善案

国民年金資格取得時に年金制度について、市民の方により分かりやすく説明しているが、誰もが納
得できる年金制度について、更に年金機構と連携・協力を行く。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

国民年金制度の周知・啓発及び相談を行うとともに、年金保険料納付困難等の未納者に対しては
免除制度等を申請することで、受給権確保を図る。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

日本年金機構及び厚生労働省と自治体が協力するものであり、民間等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

国民年金制度の対象者は市内の国民年金被保険者であり、制度の周知・啓発を行うことで年金の
受給権を確保することができるため、特段見直す必要性はない。

市が行わなければならない

事業のやり方改善（成果向
上の見直し）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

地方分権一括法による国民年金事務の見直しが行われ、今までの機関委任事務から法定受託事務及び協力・連携事務へとなった。しか
し今後、法改正や年金制度の改革および年金機構本体の運営等によっては、本事業の廃止等の可能性は考えられる。

庁舎及び各行政センターの窓口業務であるため、統合等はできない。

維持

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？



年 月
年度

３

３

３

４

Ｈ２９年度
（実績）

国民年金保険料納付率 ％

目
的

75

Ｒ１年度
（実績）

地方債

県支出金

47

項目

Ｒ１年度（実績）

47
項目

その他

一般財源

事業費計（A)

事業費の
内訳

千円

千円 57

57

Ｓ34　年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 基礎年金等事務（田沼行政センター）

基本目標

政　　策

一般

単年度繰り返し

施　　策

1 基礎年金等事務（田沼行政センター）

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード

3105

款

42.0

0

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

75

Ｒ３年度（目標）

0

3

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

20,601

％ 40.2

事業費

38.7

事業費

消耗品費

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

継続事業

一般事業

19,960

Ｒ２年度
（目標）

実施計画事業・一般事業

令和 日

市単独事業・国県補助事業

任意的事業・義務的事業

実施方法

66.965.0 67.6

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

6

6,151 75

1,502 1,600
5,739 6,104
5,796

0
0

未納者や未加入者をなくし、年金受給権を確
保する。

75
単位

事業費

57消耗品費

項目

千円

千円

6

トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

1,502
5,732

6人

時間

5,789

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

根拠
法令

条例等 市長市政公約

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ２年度（目標）

Ｈ２９年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

国民年金被保険者に対し、保険料の免除申請
制度や学生納付特例制度等の相談・受付を行
い、未納者や年金未加入者をなくす。 40.2

国民年金保険料免除者数/第１
号被保険者 ％ 38.7

Ｒ３年度
（目標）

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

該当なし

国民年金法に基づく法定受託事務として、２０
歳到達者の加入届、第１号被保険者に係る資
格届、保険料の免除申請等、年金手帳の再交
付申請書の受理・送付、また老齢基礎・障害
基礎・遺族基礎等裁定請求及び未支給の受
理・進達、障害基礎年金定時届に関する事務
を行う。

・２０歳到達者の加入届の受付
・第１号被保険者取得に関する適用事務
・老齢・障害基礎年金裁定請求書及び未支給の受理・進達
・国民年金保険料の免除申請等に関する受理・進達
・障害基礎年金定時届に関する事務
・その他、第１号被保険者に係る届出の受理・進達

1,062

21,426

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

対象指標

人

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

市民係

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｈ３０年度
（実績）

活動指標

人

その他市民に対する事業

保険料免除者数
（法定・申請・学生特例・納付猶予） 5,214

国民年金法
国民年金市町村事務処理基
準

人
国民年金加入及び被保険者の各種変更
の届出受付件数(田沼行政センター扱
い）

717954

5,208 5,302

事業分類

2

担当係

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

田沼行政センター

政策体系コード 3334

直営

前原　浩美

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

健やかで元気に暮らせるまちづくり
担当
組織

担当部

目
事
業
区
分

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

6

担当課

担当課長名

千円

千円

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

国民年金被保険者数

成果指標

国民年金被保険者

千円

Ｈ２９年度（実績）

57

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

57

国民年金保険料免除率

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費 消耗品費

投
入
量

財源内訳

項目

47

Ｈ２９年度
（実績）

上位成果指標

事業費

消耗品費

57
項目

単位

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

42.0

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

単位



法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

対象者は市内の国民年金被保険者であり、各種届出や免除申請等の相談・受付を行うことで未納
者や未加入者をなくすことができるため、特段見直しの必要性はない。

年金の受給権を確保し無年金者を減らすための業務であり、これ以上の余地はない。

国民年金制度は昭和34年に発足した。平成11年7月「地方分権一括法」が交付され、機関委任事務
制度を廃止、新たに自治事務と法定受託事務に区分され、第１号被保険者の届出の受理、基礎年
金の裁定請求等に関する事務等を法定受託事務として引き続き行うことになった。

年金記録問題が発生したことから、社会保険庁を廃止し公的年金業務の適正な運営を行う民間法人として平
成22年1月に「日本年金機構」を設立。社会保険事務所は年金事務所と名称変更があったが引続き同様の業
務を実施している。また「マクロ経済スライド制」の導入で持続可能な年金制度を図るとともに、年金受給資格
期間が25年から10年に短縮され、令和元年10月からは年金生活者支援給付金制度が開始された。

年金記録問題に端を発して日本年金機構が設立されたが、データ流失問題も発覚し年金機構に対
する信頼を落としたこともあり、市民の年金機構の運営に対する厳しい姿勢を感じる。また、自分自
身の年金受給に対する関心がより一層深まっている。

現状維持により対象外

国民年金の被保険者に対し、ライフステージに応じた手続きを処理することで、適用漏れや未加入
者をなくし年金の受給権を確保することができる。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

市が行わなければならない

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

法定受託事務である基礎年金等事務は、国民年金被保険者全員を対象とするため、受益者負担と
いう考え方はない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

×○

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果

コスト

向
上

維
持

× ×

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

田沼行政センター 担当係 市民係基礎年金等事務（田沼行政センター）

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がない
理由・
改善案

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

事業費・人件費ともに事業を行う上で最小限であり削減の余地はない。

類似事務事業はあるが、統
合・連携できない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名 市民課基礎年金等事務、基礎年金等事務（葛生行政センター）

現状維持（従来通り実施）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

地方分権一括法による国民年金事務の見直しが行われ、今までの機関委任事務から法定受託事務及び協力・連携事務となったことか
ら、今後法改正や年金制度の改革等が実施された場合、本事業の縮小等が考えられる。

庁舎及び各行政センターの窓口業務であるため、統合等はできない。

維持

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？



年 月
年度

３

３

３

４

9

0

Ｈ２９年度
（実績）

0

上位成果指標

事業費

通信運搬費

0
項目

単位

件

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）

事業費

0通信運搬費

項目

活動指標

特別障害給付金相談件数

目
的

特別障害給付金受給権者

成果指標

特別障害給付金受給権者及びこれから申請し
ようとする特定障害者

千円

Ｈ２９年度（実績）

0

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

特別障害給付金受給権者及び特定障害者の
受給権を確保する。

特別障害給付金の請求に関する相談、受付を
し、給付金の決定に繋げる

0

国民年金制度の周知・啓発回
数

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費 通信運搬費

投
入
量

財源内訳 単位

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円 0

千円県支出金

0

2

担当係

・特別障害給付金の受給相談・受付
・受給者の所得を確認するための定時届に関する事務

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

市民課

政策体系コード 3334

直営

大澤　美希

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

国民年金に任意加入していなかったために障
害基礎年金等を受給できない障がい者に対
し、給付金を支給する事業で、法定受託事務
として相談・受付等を行う。

担当
組織

担当部

1

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

1

1

年金係

Ｒ３年度
（見込）

1

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

1

1

0 1

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

件

9

対象指標

特別障害給付金請求件数

人

1

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

6

根拠
法令

条例等

11

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

Ｒ１年度
（実績）

100.0特別障害給付金決定件数/受
給権請求者

％

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

100.0

1

8 9

1

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

継続事業

一般事業

9

100.0 100.0 100.0

Ｒ２年度
（目標）

2 2
8 8
8トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

2
8

1人

時間

8

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

令和

事業費

18

Ｒ２年度
（目標）

18

特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

1

Ｒ３年度（目標）

1

1

項目 項目

単位

1

18

Ｈ２９年度
（実績）

1

16 18回

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

1
2
88

1
2

3

H17年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 特別障害給付金事務

基本目標

政　　策

一般

単年度繰り返し

施　　策

1 特別障害給付金事務

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード

3104

款

市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

実施方法

通信運搬費通信運搬費

事業費

10

項目

Ｒ１年度（実績）

0

8 9



現状維持（従来通り実施）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

特別障害給付金受給権者がいなくなったとき。

維持

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がない
理由・
改善案

相談者の受給権確保に結びつく事例自体が少ないが、これまで通り制度の周知・啓発を行ってい
く。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

障害基礎年金の受給権がない障がい者の方が、特別障害給付金を受給することで生活の保持が
図れる。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

特別障害給付金受給権者の現況を把握し、また特定障害者からの相談や申請により受給権を確保
することができるため、特段見直す必要はない。

市が行わなければならない

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

事務費の支出はない。
また、受給権者は10名程度であり、事務に要する時間は少なく人件費の削減余地はない。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
国民年金に任意加入していなかったことにより、その期間中の傷病で障がいが残っていても、障害
基礎年金の対象にならないことから、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮
し、平成１７年４月から福祉的措置として創設された。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金記録問題が発生し、平成２２年１月に社会保険庁が廃止になり「日本年金機構」が設立された。

特になし

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持 現状維持により対象外

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

市民課 担当係 年金係特別障害給付金事務

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

コスト

向
上

維
持

× ×

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

国が特別障害給付金として支給するものであり、受益者負担は求められない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

×〇

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果



年 月

年度

３

３

３

４

969

1,142

Ｈ２９年度
（実績）

22,000

上位成果指標

事業費

0
項目

単位

件

8,100

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）

事業費項目

活動指標

年金生活者支援給付金に関
する相談件数

目
的

年金生活者支援給付金受給資格者数
(請求書発送件数)

成果指標

年金生活者支援給付金支給対象者

千円

Ｈ２９年度（実績）

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

年金制度を周知し理解してもらい、年金受給
権を確保し、年金生活者支援給付金を受給す
ることで、年金受給者の生活支援が図れる。

年金生活者支援給付金制度の周知・啓発・相
談を行い、該当者が受給できるようにする

国民年金制度の周知・啓発回
数

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費 共済費(臨時・社会保険料)

投
入
量

財源内訳 単位

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円 0

千円県支出金

2

担当係

・年金生活者支援給付金に関する相談受付
・年金生活者支援給付金の請求書の受付、日本年金機構及び年金事務所への報告、進達
・年金生活支援給付金受給資格者等の所得情報等の日本年金機構への提供
・年金生活者支援給付金制度周知に関する広報誌・ホームページへの記事掲載

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

市民課

政策体系コード 3334

直営

大澤　美希

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収
入額やその他の所得が一定基準額以下の年
金受給者の生活を支援するために、年金に上
乗せして年金とは別に支給する事業であり、
事業実施に伴い、本市が所有する所得情報等
を日本年金機構へ提供し、連携・協力を図る。
年金生活者支援給付金の認定請求、各種相
談・届出及びその手続きを行う。

担当
組織

担当部

300

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

273

250

年金係

Ｒ３年度
（見込）

22,000

300

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

250

件

235

21,196

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

8,100

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

年金生活者支援給付金支給決定者
数

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

件

8,100

対象指標

年金生活者支援給付金の請求書の受
付、進達件数

年金生活者支援給付金受給資格者に関する
日本年金機構への所得状況提供件数

人

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

6

根拠
法令

条例等

人

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

7,770

Ｒ１年度
（実績）

年金生活者支援給付金支給決定者数/
年金生活者支援給付金受給資格者数 ％

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

4

印刷製本費

2,068 969

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

消耗品費

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

新規事業

一般事業

8,041

96.6 100 100

Ｒ２年度
（目標）

26

242
0 923
0トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

0

人

時間

0

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

令和

事業費

0

25

通信運搬費

18

Ｒ２年度
（目標）

18

通信運搬費

年金生活者支援給付金の支給に関する
法律
年金生活者支援給付金市町村事務処理
基準

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

965 印刷製本費

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

46

Ｒ３年度（目標）

46

46

項目 項目

3

単位

46

Ｈ２９年度
（実績）

14

18回

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

4
242
923923

4
242

3

6

　R1年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 年金生活者支援給付金支給事務

基本目標

政　　策

一般

単年度繰り返し

施　　策

1 年金生活者支援給付金支給事務

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード

3109

款

賃金

市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

印刷製本費

6 通信運搬費

実施方法

消耗品費消耗品費

事業費

14

26

0

155

項目

Ｒ１年度（実績）

1,145

8,100



現状維持（従来通り実施）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

地方自治法第245条の9第３項の規定に基づく市町村が第一号法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準として、「年金生活者支援給付金市町村事務処理基
準」が定められ、年金生活者支援給付金に関しても法定受託事務となった。給付金の支給対象者の抽出、ターンアラウンドによる簡易請求など日本年金機構での
事務が主体となっており、市町村での事務の簡素化が図られている。今後の見直しにより事務の縮小も考えられる。

維持

効
率
性
評
価
公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がない
理由・
改善案

年金生活者支援給付金制度に関する周知・啓発について、広報誌やホームページへの記事掲載
の他、税や生活保護、世帯変更などの給付金の支給資格と関連する部署と連携し、対象者からの
相談受付を行い、給付金の受給に繋げている。今後も同様に進めていきたい。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

年金生活者支援給付金制度の周知・啓発及び相談を行うとともに、給付金支給対象者の判定に必
要な所得情報等を支給事務を行う日本年金機構へ提供することにより、該当者が年金生活者支援
給付金を受給することができ、年金受給者の生活支援となる。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

年金生活者支援給付金受給資格者からの相談や申請受付、所得状況等の提供により給付金の受
給に結びつくため、特段見直す必要はない。

市が行わなければならない

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

必要経費は事務を行う上で最小限であり、削減の余地はない。また、人件費についても基礎年金に
伴う請求や、所得状況・世帯状況の確認など窓口対応に時間を要するため削減の余地はない。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
平成24年に閣議決定された、社会保障・税一体改革関連法により、低所得高齢者・障がい者等への福祉的給付措置と
して年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成２４年法律第１０２号）が成立。給付金の財源が消費税引き上げ
分を活用することから、消費税率改定に伴い令和元年１０月から施行された。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金生活者支援給付金の実際の支給開始月は令和元年１０月で、消費税率の２段階目の引上げが施行されると同時
に開始された。施行後における、該当者の所得・世帯情報の調査は、既存の支給対象者のみに限定されていたが、所
得状況の変化により新たに支給対象となりうる方が、自ら要件に該当することを確認することが難しい場合、請求漏れ
が発生する可能性があることから、所得・世帯情報の取得対象者の範囲を、支給要件に該当する可能性のあるものに
拡大することや、所得情報の切り替え時期の変更など見直されることとなった。

特になし

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
新規事務事業により対象外

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

市民課 担当係 年金係年金生活者支援給付金支給事務

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

コスト

向
上

維
持

× ×

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

法定受託事務と協力・連携事務を併せ持つ年金生活者支援給付金支給事務は、年金受給者を対
象とするため、受益者負担という考えはない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべ
き課題（壁）とその解決策

×〇

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果



年 月
年度

３

３

３

４ 市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

実施方法

事業費項目

Ｒ１年度（実績）

0

8,100

　R1年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 田沼行政センター年金生活者支援給付金支給事務

基本目標

政　　策

単年度繰り返し

施　　策

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード 款

5
100
382382

5
100

項目

単位 Ｈ２９年度
（実績）

18回

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

0

Ｒ３年度（目標）

0
項目

令和

事業費

18

Ｒ２年度
（目標）

18

年金生活者支援給付金の支給に関する
法律
年金生活者支援給付金市町村事務処理
基準

150
0 572
0トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

0

人

時間

0

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

新規事業

一般事業

8,041

97 100 100

Ｒ２年度
（目標）

年金生活者支援給付金支給決定者数/
年金生活者支援給付金受給資格者数 ％

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

5

572 382

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

根拠
法令

条例等

人

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

7,768

Ｒ１年度
（実績）

年金生活者支援給付金支給決定者数

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

件

8,100

対象指標

年金生活者支援給付金の請求書の受
付、進達件数(田沼行政センター）

人

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

42

5

市民係

Ｒ３年度
（見込）

10

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

58

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

8,100

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

2

担当係

・年金生活者支援給付金に関する相談受付
・年金生活者支援給付金の請求書の受付、日本年金機構及び年金事務所への報告、進達
・年金生活者支援給付金制度周知に関する広報誌・ホームページへの記事掲載

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

田沼行政センター

政策体系コード 3334

直営

前原　浩美

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収
入額やその他の所得が一定基準額以下の年
金受給者の生活を支援するために、年金に上
乗せして年金とは別に支給する事業であり、
事業実施に伴い、本市が所有する所得情報等
を日本年金機構へ提供し、連携・協力を図る。
年金生活者支援給付金の認定請求、各種相
談・届出及びその手続きを行う。

担当
組織

担当部

10

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円 0

千円県支出金

活動指標

年金生活者支援給付金に関
する相談件数（田沼行政セン

目
的

年金生活者支援給付金受給資格者数
(請求者発送件数）

成果指標

年金生活者支援給付金支給対象者

千円

Ｈ２９年度（実績）

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

年金制度を周知し理解してもらい、年金受給
権を確保し、年金生活者支援給付金を受給す
ることで、年金受給者の生活支援が図れる。

年金生活者支援給付金制度の周知・啓発・相
談を行い、該当者が受給できるようにする

国民年金制度の周知・啓発回
数

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費投

入
量

財源内訳 単位

事業費項目

382

Ｈ２９年度
（実績）

上位成果指標

事業費

0
項目

単位

件

8,100

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）



受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

法定受託事務と協力・連携事務を併せ持つ年金生活者支援給付金支給事務は、年金受給者を対
象とするため、受益者負担という考えはない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべ
き課題（壁）とその解決策

×〇

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果

コスト

向
上

維
持

× ×

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
新規事務事業により対象外

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

田沼行政センター 担当係 市民係田沼行政センター年金生活者支援給付金支給事務

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
平成24年に閣議決定された、社会保障・税一体改革関連法により、低所得高齢者・障がい者等への福祉的給付措置と
して年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成２４年法律第１０２号）が成立。給付金の財源が消費税引き上げ
分を活用することから、消費税率改定に伴い令和元年１０月から施行された。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金生活者支援給付金の実際の支給開始月は令和元年１０月で、消費税率の２段階目の引上げが施行されると同時
に開始された。施行後における、該当者の所得・世帯情報の調査は、既存の支給対象者のみに限定されていたが、所
得状況の変化により新たに支給対象となりうる方が、自ら要件に該当することを確認することが難しい場合、請求漏れ
が発生する可能性があることから、所得・世帯情報の取得対象者の範囲を、支給要件に該当する可能性のあるものに
拡大することや、所得情報の切り替え時期の変更など見直されることとなった。

特になし

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

１．事務事業の現状把握【DO】

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

人件費のみであり、削減の余地はない。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名 市民課年金生活者支援給付金支給事務、葛生行政センター年金生活者支援給付金支給事務

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がない
理由・
改善案

年金生活者支援給付金制度に関する周知・啓発について、広報誌やホームページへの記事掲載
の他、税や生活保護、世帯変更などの給付金の支給資格と関連する部署と連携し、対象者からの
相談受付を行い、給付金の受給に繋げている。今後も同様に進めていきたい。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

年金生活者支援給付金制度の周知・啓発及び相談を行うとともに、給付金支給対象者の判定に必
要な所得情報等を支給事務を行う日本年金機構へ提供することにより、該当者が年金生活者支援
給付金を受給することができ、年金受給者の生活支援となる。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

年金生活者支援給付金受給資格者からの相談や申請受付、所得状況等の提供により給付金の受
給に結びつくため、特段見直す必要はない。

市が行わなければならない

現状維持（従来通り実施）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

地方自治法第245条の9第３項の規定に基づく市町村が第一号法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準として、「年金生活者支援給付金市町村事務処理基
準」が定められ、年金生活者支援給付金に関しても法定受託事務となった。給付金の支給対象者の抽出、ターンアラウンドによる簡易請求など日本年金機構での
事務が主体となっており、市町村での事務の簡素化が図られている。今後の見直しにより事務の縮小も考えられる。

庁舎及び各行政センターの窓口業務であるため、統合等はできない。

維持

効
率
性
評
価
公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？



年 月
年度

３

３

３

４

8,192

135

Ｈ２９年度
（実績）

14

21

上位成果指標

事業費

消耗品費

123
項目

単位

回

10,000

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）

3,310

事業費

0消耗品費

項目

通信運搬費

印刷製本費

20

活動指標

国民年金制度の周知・啓発回数
（広報紙・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）

目
的

被保険者数(第３号被保険者を含む)

成果指標

国民年金被保険者

千円

Ｈ２９年度（実績）

108

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

未納者や無年金者を無くし、年金受給権を確
保する。

国民年金制度の周知・啓発・相談を行い、国
民年金被保険者の受給権を確保する。

123

国民年金制度の周知・啓発回
数

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費 消耗品費

投
入
量

財源内訳 単位

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円 108

106

千円県支出金

0

2

担当係

・国民年金制度の記事を広報紙・ホームページに掲載
・ケーブルテレビで広報記事の放映
・成人式(令和2年1月)でのパンフレットの配布
・公共施設にパンフレットを設置
・窓口での年金相談（年金定期便に関する相談等含む）
・所得情報の提供

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

市民課

政策体系コード 3334

直営

大澤　美希

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

国民年金事務の中で、国（厚生労働省）からの
求めに応じ、資格取得時等における納付督
励、口座振替・前納の促進、年金制度の周知・
広報、年金に関する相談（来庁・電話）、年金
定期便等に関する相談、所得情報の提供、納
付書の再発行依頼、年金受給者の未支給受
付・送付、その他地域の実情を踏まえた協力
を行う。

担当
組織

担当部

15

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

15

1

年金係

2

Ｒ３年度
（見込）

2

15

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

1

15

回

1 1

2

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

11,000

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

第１号被保険者数(①強制加入) 13,473

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

回

18,000

対象指標

国民年金制度の周知・啓発回数
（イベント等パンフレット配付）

国民年金制度の周知・啓発回数
（パンフレット公共施設設置）

人

1

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

6

88

根拠
法令

条例等

人

21,426

第１号被保険者数(②任意加入) 人 108

１．事務事業の現状把握【DO】

電話相談件数

Ｒ３年度
（見込）

12,637

117

Ｒ１年度
（実績）

5,631窓口相談件数 件

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

6,111

件 3,121

4

7,544 8,192

4

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

4,500

通信運搬費 17 通信運搬費

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

継続事業

一般事業

19,960

5,190 6,400 6,500

Ｒ２年度
（目標）

110

457

2,234 1,942
8,536 7,409
8,659トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

2,286
8,723

4人

時間

8,831

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

令和

事業費

18

Ｒ２年度
（目標）

18

通信運搬費

国民年金法
国民年金法に基づき市町村に交
付する事務費に関する政令

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

100 印刷製本費

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

政策
体系

予算
科目

元

4,200

783

Ｒ３年度（目標）

783

783

項目 項目

単位

783

18

Ｈ２９年度
（実績）

275

16 18回

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

4
1,942
7,4097,409

4
1,942

3

51

H12年度～　　年度
リーディングプロジェクト

事務事業名 国民年金協力・連携事務

基本目標

政　　策

一般

単年度繰り返し

施　　策

1 国民年金協力・連携事務

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード

3100

款

印刷製本費印刷製本費

市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

印刷製本費

51 通信運搬費

実施方法

消耗品費消耗品費

事業費

275

457

35

0

項目

Ｒ１年度（実績）

135

110

3,120

20,601

12,957

16,700

110



事業のやり方改善（成果向
上の見直し）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

地方分権一括法による国民年金事務の見直しが行われ、今までの機関委任事務から法定受託事務及び協力・連携事務へとなった。しか
し今後、法改正や年金制度の改革および年金機構本体の運営等によっては、本事業の廃止等の可能性は考えられる。

維持

効
率
性
評
価
公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がある程度
ある

理由・
改善案

国民年金資格取得時に年金制度について、市民の方により分かりやすく説明しているが、誰もが納
得できる年金制度について、更に年金機構と連携・協力を行っていきたい。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

国民年金制度の周知・啓発及び相談を行うとともに、年金保険料納付困難等の未納者に対しては
免除制度等を申請することで、受給権確保を図る。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

協力・連携事務として、日本年金機構及び厚生労働省(年金局)と自治体が協力するものであり民間
等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

国民年金制度の対象者は市内の国民年金被保険者であり、制度の周知・啓発を行うことで年金の
受給権を確保することができるため、特段見直す必要性はない。

市が行わなければならない

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

必要経費は事業を行う上で最小限であり削減の余地はない。また、人件費についても、過去の年金
記録などの相談や障害基礎年金に関する相談等は複雑なこともあり、窓口対応に時間を要するた
め削減の余地はない。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
平成１１年７月「地方分権一括法」が公布され、機関委任事務制度を廃止して、新たに自治事務と法定受託
事務に区別された。国民年金事務は、法定受託事務を除いた事務について国と市町村で協力・連携して行う
ことになった。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金記録問題から、社会保険庁を廃止して公的年金業務の適正な運営を行う民間法人として、平成２２年１月に「日本
年金機構」を設立。社会保険事務所は年金事務所として名称変更があったが、引き続き同様の業務を実施している。
また、「マクロ経済スライド制」の導入で持続可能な年金制度を図るとともに、年金受給資格期間は１０年以上に短縮さ
れ、令和元年１０月から「年金生活者支援給付金」制度が開始された。

年金記録問題に端を発して日本年金機構が設立されたが、更にデータ流失問題も起き、年金機構に対する
信頼を落としたこともあり、市民の年金機構の運営に対する厳しい姿勢を感じる。
また、自分自身の年金受給に対する関心がより一層深まっている。

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

(国民年金制度の周知・啓発の更なる推進)
相談者に対し、年金事務所と連携を図り確実な情報を伝え、効果的
な受給権の確保に努める。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
事業のやり方改善（成果向上の見直し） ・市のホームページ（制度の周知）の適宜更新

・年金制度パンフレットの市有施設での設置・配布
・広報紙へ月１回、年金制度の記事を掲載（掲載時期及び内容の検討）
・年金事務所と随時、連携を図りながら窓口相談等の対応を行った。

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

市民課 担当係 年金係国民年金協力・連携事務

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

コスト

〇
向
上

維
持

× ×

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

協力・連携事務は国民年金被保険者全員を対象とするため、受益者負担という考え方はない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべ
き課題（壁）とその解決策

市民・国民には日本年金機構の運営に
対する不信感があるので、これを払しょ
くし、市町村もより一層の協力・連携を
図る。

×

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果



年 月
年度

３

３

３

４

佐野市行政評価システム A表（共通シート） 作成日 令和 2 6 26 日
評価対象年度　令和 元 政策体系コード 3334

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター

基本目標 健やかで元気に暮らせるまちづくり 担当係 市民係 担当課長名 橋本　聡

政　　策 助け合い生きがいを実感できるまちづくり 新規事業・継続事業 継続事業

施　　策 地域福祉の推進と生活保障の確保 実施計画事業・一般事業 一般事業
基本事業 国民年金制度の周知啓発 市単独事業・国県補助事業 国県補助事業
短縮コード 会計 款 項 目 予算細事業名 任意的事業・義務的事業 義務的事業

実施方法 直営

事業分類 その他市民に対する事業

リーディングプロジェクト 該当なし

市長市政公約 該当なし

１．事務事業の現状把握【DO】

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方） 令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

特別障害給付金請求件数 件 0 0 0 1 1

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

特定障害者 人 0 0 0 1 1

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

給付金承認件数 ％ 0 0 0 100 100

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

国民年金制度の周知啓発回数
回 16 18 18 18 18

（２）総事業費の推移・内訳
財源内訳 単位 Ｈ２９年度（実績） Ｈ３０年度（実績） Ｒ１年度（実績） Ｒ２年度（目標） Ｒ３年度（目標）

国庫支出金 千円

県支出金 千円

地方債 千円

その他 千円

一般財源 千円
事業費計（A) 千円 0 0 0 0 0

項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費

正規職員従事人数 人 3 3 3 3 3
のべ業務時間 時間 0 0 0 1 1
人件費計（B) 千円 0 0 0 4 4

トータルコスト（A)＋（B) 千円 0 0 0 4 4

事務事業マネジメントシート

事務事業名 葛生行政センター特別障害給付金事務
担当
組織

政策
体系

予算
科目

事業
計画

単年度繰り返し
事業
期間

平成17年度～　年度
根拠
法令

条例等

特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律

左記事業概要と同じ

活動指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

・国民年金の任意加入期間に加入していなかっ
たことにより障害基礎年金を受給していない障
がい者。

対象指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

・特別障害給付金認定の諸手続きを正確、迅速
に処理することにより市民の利便性を確保す
る。

成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

・国民年金被保険者（第1号）
・年金制度の必要性を理解してもらう

上位成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

人
件
費

事
業
区
分

・特別障害給付金申請受付。
・国民年金に任意加入していなかったことによ
り、障害基礎年金等を受給していない障がい者
の方に福祉的措置として行う事業。

目
的

投
入
量

事
業
費

事業費の
内訳

千円



B表（事後評価シート）

事務事業名 葛生行政センター特別障害給付金事務 担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター 担当係 市民係

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組
前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持

２．事務事業の事後評価【Check】

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

類似事務事業名 特別障害給付事務、田沼行政センター特別障害給付事務

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性 （２）改革・改善による期待効果
（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

現状維持（従来通り実施）
廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 コスト
（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。） 削減 維持 増加

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

平成17年4月特別障害給付金制度が施行された。
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に福
祉的措置として支給される。

②事務事業を取り巻く環境（対象者や国・
県などの法令等、社会情勢など）は事務
事業の開始時期や合併前と比べてどの
ように変化していますか？

年金記録問題が発生し、平成22年1月1日に社会保険庁が廃止になり、「日本年金機構」が設立され
た。

③この事務事業に対して、関係者（市民、
議会、事務事業対象者）からどのような意
見・要望がありますか？

特になし

「現状維持」により対象外

結びついている
理由・
改善案

安定した老後の生活が損なわれることがないように、国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生
活の維持及び向上を図る。

市が行わなければならない
理由・
改善案

法定受託事務である。

妥当である
理由・
改善案

対象者は、障害基礎年金等を受給していない障がい者であるので、妥当である。

成果向上余地がない
理由・
改善案

制度の開始後、該当する件数が無く、これまで通りの周知・啓発を行っていくが、これ以上の成果向上
はない。

類似事務事業はあるが、統
合・連携できない 理由・

改善案

各庁舎の窓口業務であるため、統合等はできない。

効
率
性
評
価

削減の余地はない
理由・
改善案

事務に要する時間は少なく、削減の余地はない。

公
平
性
評
価

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

対象者は、市民全体となるので受益者として特定されない。そのため負担を求める必要はない。

総
合
評
価

特別障害認定請求ができなくなるとサービスの低下につながり、廃止・休止することはできない。

成
果

向
上

維
持

〇 ×

低
下

× ×

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価



年 月
年度

３

３

３

４

佐野市行政評価システム A表（共通シート） 作成日 令和 2 6 26 日
評価対象年度　令和 元 政策体系コード 3334

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター

基本目標 健やかで元気に暮らせるまちづくり 担当係 市民係 担当課長名 橋本　聡

政　　策 助け合い生きがいを実感できるまちづくり 新規事業・継続事業 継続事業

施　　策 地域福祉の推進と生活保障の確保 実施計画事業・一般事業 一般事業
基本事業 国民年金制度の周知啓発 市単独事業・国県補助事業 国県補助事業
短縮コード 会計 款 項 目 予算細事業名 任意的事業・義務的事業 義務的事業

実施方法 直営

事業分類 その他市民に対する事業

リーディングプロジェクト 該当なし

市長市政公約 該当なし

１．事務事業の現状把握【DO】

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方） 令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

年金制度の周知・啓発回数 回 16 18 18 18 18

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

国民年金被保険者数 人 21,426 20,601 19,960 18,000 16,700

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

相談受付件数 件 260 242 240 240 24

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

国民年金制度の周知啓発回数 回 16 18 18 18 18

（２）総事業費の推移・内訳
財源内訳 単位 Ｈ２９年度（実績） Ｈ３０年度（実績） Ｒ１年度（実績） Ｒ２年度（目標） Ｒ３年度（目標）

国庫支出金 千円

県支出金 千円

地方債 千円

その他 千円

一般財源 千円
事業費計（A) 千円 0 0 0 0 0

項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費

正規職員従事人数 人 3 3 3 3 3
のべ業務時間 時間 100 100 100 100 100
人件費計（B) 千円 382 382 382 382 382

トータルコスト（A)＋（B) 千円 382 382 382 382 382

事務事業マネジメントシート

事務事業名 葛生行政センター国民年金協力・連携事務
担当
組織

政策
体系

予算
科目

事業
計画

単年度繰り返し
事業
期間

　　　Ｈ12年度～　　年度
根拠
法令

条例等

国民年金法
国民年金法に基づき市町村に交付す
る事務費に関する政令

左記事業概要と同じ

活動指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

・国民年金被保険者数
対象指標 単位

Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

・市民の年金権の確保及び市民福祉サービス、
被保険者へのよりきめ細やかなサービス、その
他地域の実情を踏まえた協力により市民の利
便性を確保する。

成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

・国民年金被保険者（第1号）
・年金制度の必要性を理解してもらう。

上位成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

人
件
費

事
業
区
分

・国と市が協力・連携のもとに、効率的かつ効果
的な事務処理を進め、事業の推進を図る。
・資格取得時等における保険料の納付督励、口
座振替の促進、前納の促進を図る。
・年金制度に関する相談、納付書の再発行依
頼、年金受給者の未支給受付・送付の実施。

目
的

投
入
量

事
業
費

事業費の
内訳

千円



B表（事後評価シート）

事務事業名 葛生行政センター国民年金協力・連携事務 担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター 担当係 市民係

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組
前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

事業のやり方改善（成果向上の見直し）

２．事務事業の事後評価【Check】

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

類似事務事業名 国民年金協力・連携事務、田沼行政センター国民年金協力・連携事務

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性 （２）改革・改善による期待効果
（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

事業のやり方改善（成果向
上の見直し）

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 コスト
（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。） 削減 維持 増加

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

国民年金制度は昭和34年4月から発足し、被用者年金制度に加入していない自営業者を対象としてい
たが、昭和61年からはすべての国民に拡大された。国民年金事務見直しにより、平成14年4月以降の
事務は法定受託事務として実施している。

②事務事業を取り巻く環境（対象者や国・
県などの法令等、社会情勢など）は事務
事業の開始時期や合併前と比べてどの
ように変化していますか？

開始時は機関委任事務だったが、平成14年4月からは法定受託事務となる。
公的年金未加入者、保険料の未納者の増加が問題となっている。

③この事務事業に対して、関係者（市民、
議会、事務事業対象者）からどのような意
見・要望がありますか？

年金の将来に不安を感じる。

年金制度のパンフレットを窓口に置き啓発に努めた。
年金未納者を少なくする正確な理解に努める。

結びついている
理由・
改善案

安定した老後の生活が損なわれることがないように、国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生
活の維持及び向上を図る。

市が行わなければならない
理由・
改善案

法定受託事務である。

妥当である
理由・
改善案

対象者は、市内の国民年金被保険者である。

成果向上余地がある程度あ
る

理由・
改善案

国民年金被保険者の資格の所得時に年金制度について、市民の方に説明しているが、更に誰もが納
得できる年金制度について、年金機構と協力、連携を図っていきたい。

類似事務事業はあるが、統
合・連携できない 理由・

改善案

各庁舎の窓口業務であるため、統合等はできない。

効
率
性
評
価

削減の余地はない
理由・
改善案

事業費の予算は計上していないので削減余地はない。また、人件費についても他の事務と兼務してお
こなっているため、削減の余地はない。

公
平
性
評
価

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

対象者は、市民全体であり、受益者として特定されないため負担を求める必要がない。

総
合
評
価

国民年金制度を正しく理解してもらうためには、相談窓口として対応をしていかなければならないので、休止、廃止はできない。

成
果

向
上

〇

維
持

×

低
下

× ×

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

市民の方の年金に対する不安を無くすよ
う、市町村もより一層の協力、連携を図
る。

年金相談者に対し、年金事務所と連携を図り受給権者の確保に努め
る。



年 月
年度

３

３

３

４

佐野市行政評価システム A表（共通シート） 作成日 令和 2 6 26 日
評価対象年度　令和 元 政策体系コード 3334

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター

基本目標 健やかで元気に暮らせるまちづくり 担当係 年金係 担当課長名 橋本　聡

政　　策 助け合い生きがいを実感できるまちづくり 新規事業・継続事業 新規事業

施　　策 地域福祉の推進と生活保障の確保 実施計画事業・一般事業 一般事業
基本事業 国民年金制度の周知啓発 市単独事業・国県補助事業 国県補助事業
短縮コード 会計 款 項 目 予算細事業名 任意的事業・義務的事業 義務的事業

実施方法 直営

事業分類 その他市民に対する事業

リーディングプロジェクト 該当なし

市長市政公約 該当なし

１．事務事業の現状把握【DO】

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方） 令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

年金生活者支援給付金に関する
相談件数(葛生行政センター） 件 12 5 5

年金生活者支援給付金の請求書の受付、
進達件数（葛生行政センター） 件 0 1 1

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

年金生活者支援給付金受給資格者数 人 8,041 8,100 8,100

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

年金生活者支援給付金支給決定者数/
年金生活者支援給付金受給資格者数 ％ 97 100 100

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

国民年金制度の周知・啓発回
数

回 18 18 18

（２）総事業費の推移・内訳
財源内訳 単位 Ｈ２９年度（実績） Ｈ３０年度（実績） Ｒ１年度（実績） Ｒ２年度（目標） Ｒ３年度（目標）

国庫支出金 千円

県支出金 千円

地方債 千円

その他 千円

一般財源 千円
事業費計（A) 千円 0 0 0 0 0

項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費

正規職員従事人数 人 3 3 3
のべ業務時間 時間 0 1 1
人件費計（B) 千円 0 0 0 4 4

トータルコスト（A)＋（B) 千円 0 0 0 4 4

事務事業マネジメントシート

事務事業名 葛生行政センター年金生活者支援給付金支給事務
担当
組織

政策
体系

予算
科目

事業
計画

単年度繰り返し
事業
期間

　R1年度～　　年度
根拠
法令

条例等

年金生活者支援給付金の支給に関する
法律
年金生活者支援給付金市町村事務処理
基準

・年金生活者支援給付金に関する相談受付
・年金生活者支援給付金の請求書の受付、日本年金機構及び年金事務所への報告、進達
・年金生活者支援給付金制度周知に関する広報誌・ホームページへの記事掲載

活動指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

年金生活者支援給付金支給対象者
対象指標 単位

Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

年金生活者支援給付金制度の周知・啓発・相
談を行い、該当者が受給できるようにする

成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

年金制度を周知し理解してもらい、年金受給権
を確保し、年金生活者支援給付金を受給するこ
とで、年金受給者の生活支援が図れる。

上位成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

人
件
費

事
業
区
分

消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収
入額やその他の所得が一定基準額以下の年金
受給者の生活を支援するために、年金に上乗
せして年金とは別に支給する事業であり、事業
実施に伴い、本市が所有する所得情報等を日
本年金機構へ提供し、連携・協力を図る。
年金生活者支援給付金の認定請求、各種相
談・届出及びその手続きを行う。

目
的

投
入
量

事
業
費

事業費の
内訳

千円



B表（事後評価シート）

事務事業名 葛生行政センター年金生活者支援給付金支給事務 担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター 担当係 年金係

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組
前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

２．事務事業の事後評価【Check】

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

類似事務事業名 年金生活者支援給付金支給事務、田沼行政センター年金生活者支援給付金支給事務

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性 （２）改革・改善による期待効果
（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

現状維持（従来通り実施）
廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 コスト
（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。） 削減 維持 増加

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

平成24年に閣議決定された、社会保障・税一体改革関連法により、低所得高齢者・障がい者等への福祉的給付措置として
年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成２４年法律第１０２号）が成立。給付金の財源が消費税引き上げ分を活
用することから、消費税率改定に伴い令和元年１０月から施行された。

②事務事業を取り巻く環境（対象者や国・
県などの法令等、社会情勢など）は事務
事業の開始時期や合併前と比べてどの
ように変化していますか？

年金生活者支援給付金の実際の支給開始月は令和元年１０月で、消費税率の２段階目の引上げが施行されると同時に開
始された。施行後における、該当者の所得・世帯情報の調査は、既存の支給対象者のみに限定されていたが、所得状況の
変化により新たに支給対象となりうる方が、自ら要件に該当することを確認することが難しい場合、請求漏れが発生する可
能性があることから、所得・世帯情報の取得対象者の範囲を、支給要件に該当する可能性のあるものに拡大することや、所
得情報の切り替え時期の変更など見直されることとなった。

③この事務事業に対して、関係者（市民、
議会、事務事業対象者）からどのような意
見・要望がありますか？

特になし

新規事務事業により対象外

結びついている
理由・
改善案

年金生活者支援給付金制度の周知・啓発及び相談を行うとともに、給付金支給対象者の判定に必要
な所得情報等を支給事務を行う日本年金機構へ提供することにより、該当者が年金生活者支援給付
金を受給することができ、年金受給者の生活支援となる。

市が行わなければならない
理由・
改善案

法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

妥当である
理由・
改善案

年金生活者支援給付金受給資格者からの相談や申請受付、所得状況等の提供により給付金の受給
に結びつくため、特段見直す必要はない。

成果向上余地がない
理由・
改善案

年金生活者支援給付金制度に関する周知・啓発について、広報誌やホームページへの記事掲載の
他、税や生活保護、世帯変更などの給付金の支給資格と関連する部署と連携し、対象者からの相談
受付を行い、給付金の受給に繋げている。今後も同様に進めていきたい。

類似事務事業はあるが、統
合・連携できない 理由・

改善案

各庁舎の窓口事務であるため、統合等はできない。

効
率
性
評
価

削減の余地はない
理由・
改善案

必要経費は事務を行う上で最小限であり、削減の余地はない。また、人件費についても基礎年金に伴
う請求や、所得状況・世帯状況の確認など窓口対応に時間を要するため削減の余地はない。

公
平
性
評
価

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

法定受託事務と協力・連携事務を併せ持つ年金生活者支援給付金支給事務は、年金受給者を対象と
するため、受益者負担という考えはない。

総
合
評
価

地方自治法第245条の9第３項の規定に基づく市町村が第一号法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準として、「年金生活者支援給付金市町村事務処理基準」が
定められ、年金生活者支援給付金に関しても法定受託事務となった。給付金の支給対象者の抽出、ターンアラウンドによる簡易請求など日本年金機構での事務が主体と
なっており、市町村での事務の簡素化が図られている。今後の見直しにより事務の縮小も考えられる。

成
果

向
上

維
持

〇 ×

低
下

× ×

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価



年 月

年度

３

３

３

４ 市単独事業・国県補助事業

事業分類

任意的事業・義務的事業

会計年度任用職員期末手当

438 会計年度任用職員社会保険料

実施方法

会計年度任用職員報酬会計年度任用職員報酬

事業費

1,994

432

4

249

項目

Ｒ１年度（実績）

2,641

110

20,601

12,957

16,700

110

3

438

64

S34年度～　　年度
リーディングプロジェクト

会計年度任用職員通勤費 会計年度任用職員通勤費

事務事業名 基礎年金等事務(市民課)

基本目標

政　　策

一般

単年度繰り返し

施　　策

1 市民課基礎年金等事務

事業
期間

会計

基本事業

短縮コード

3102

款

賃金賃金

4
3,280

12,513

消耗品費

12,513

4
3,280

754

9595

消耗品費

通信運搬費 通信運搬費

55 普通旅費普通旅費

項目

6

単位

3,775

66.9

Ｈ２９年度
（実績）

1,994

65.0 67.6％

％

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

その他

一般財源

事業費計（A)

佐野市行政評価システム A表（共通シート）

評価対象年度　令和

1,741 会計年度任用職員期末手当

事業費

（２）総事業費の推移・内訳

7

政策
体系

予算
科目

元

47.845.0

3,782

Ｒ３年度（目標）

3,782

3,775

7

40.2

項目

令和

事業費

通信運搬費 20

69

579

通信運搬費業務委託料 1,210

65.3

Ｒ２年度
（目標）

65.1

会計年度任用職員社会保険料

国民年金法
国民年金市町村事務処理基
準

3,355 3,280
12,819 12,513
16,775トータルコスト（A)＋（B)

人
件
費 千円

千円

3,433
13,100

4人

時間

16,886

正規職員従事人数

のべ業務時間

人件費計（B)

日

担当課

担当課長名

Ｒ２年度（目標）

消耗品費 520 旅費

266

該当なし

Ｒ３年度
（目標）

継続事業

一般事業

19,960

42.3 45.0 47.8

Ｒ２年度
（目標）

110

432

国民年金保険料免除者数/第
１号被保険者

％

事業
計画

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

38.7

4

消耗品費

15,154 16,295

64

754

4

実施計画事業・一般事業

市長市政公約

助け合い生きがいを実感できるまちづくり

予算細事業名

地域福祉の推進と生活保障の確保

国民年金制度の周知啓発

6

2,621

根拠
法令

条例等

人

5

38.7

21,426

第１号被保険者数(②任意加入) 人 108

１．事務事業の現状把握【DO】

Ｒ３年度
（見込）

12,637

117

Ｒ１年度
（実績）

40.2

第１号被保険者数(①強制加入) 13,473

Ｒ２年度
（見込）

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

件

18,000

対象指標

保険料関係進達数 ※全体
（申請免除、付加加入等）

保険料免除者数 ※全体
（法定・申請免除、学生特例、納付猶予、
産前産後）

人

4,368

Ｒ１年度
（実績）

市民生活部

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

2,704

4,500

年金係

5,214

Ｒ３年度
（見込）

5,500

2,800

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

4,500

3,112

件

4,702 3,850

5,349

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ３年度
（目標）

12,000

項

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方）

2

担当係

・２０歳到達者の加入届の受付
・第１号被保険者取得に関する適用事務
・老齢・障害基礎年金裁定請求書及び未支給の受理・進達
・国民年金保険料の免除申請等に関する受理・進達
・障害基礎年金定時届に関する事務
・その他、第１号被保険者に係る届出の受理・進達

作成日
事務事業マネジメントシート

義務的事業

市民課

政策体系コード 3334

直営

大澤　美希

国県補助事業

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

新規事業・継続事業

該当なし

健やかで元気に暮らせるまちづくり

国民年金法に基づく法定受託事務として、２０
歳到達者の加入届、第１号被保険者に係る資
格届、保険料の免除申請等、年金手帳の再交
付申請書の受理・送付、任意加入・付加保険
に関する受理・送付、また老齢基礎・障害基
礎・遺族基礎等裁定請求及び未支給の受理・
進達、障害基礎年金定時届に関する事務を行
う。

担当
組織

担当部

2,900

目

その他市民に対する事業

事
業
区
分

7

事業費の
内訳

千円

千円

千円

千円

地方債

千円

303

3,786

1,911

電算委託料

千円県支出金

296

活動指標

適用関係進達数  ※全体
（新規・再取得、種別変更等）

目
的

被保険者数(第３号被保険者を含む)

成果指標

国民年金被保険者

千円

Ｈ２９年度（実績）

3,779

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

未納者や未加入者をなくし、年金受給権を確
保する。

国民年金被保険者に対し、各種届出や免除申
請等の相談・受付を行い、未納者や年金未加
入者をなくす。

3,951

国民年金保険料納付率

国民年金保険料免除率

Ｈ３０年度（実績）

国庫支出金

事
業
費 共済費(臨時・社会保険料)

投
入
量

財源内訳 単位

事業費

375共済費(臨時・社会保険料)

項目

消耗品費

通信運搬費

43

0

賃金

業務委託料

444

16,295

2,635

Ｈ２９年度
（実績）

5,540

5,4005,208

上位成果指標

事業費

共済費(臨時・社会保険料)

3,956
項目

単位

件

11,500

単位 Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

42.3

Ｈ３０年度
（実績）

単位

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｈ２９年度
（実績）



受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

法定受託事務である基礎年金等事務は、国民年金被保険者全員を対象とするため、受益者負担と
いう考え方はない。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべ
き課題（壁）とその解決策

×〇

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果

コスト

向
上

維
持

× ×

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持 現状維持により対象外

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

市民課 担当係 年金係基礎年金等事務(市民課)

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
平成１１年７月「地方分権一括法」が公布され、機関委任事務制度を廃止して、新たに自治事務と法
定受託事務に区別された。国民年金事務は、法定受託事務を除いた事務について国と市町村で協
力・連携して行うことになった。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

年金記録問題から、社会保険庁を廃止して公的年金業務の適正な運営を行う民間法人として、平成２２年１月に「日本
年金機構」を設立。社会保険事務所は年金事務所として名称変更があったが、引き続き同様の業務を実施している。
 また、「マクロ経済スライド制」の導入で持続可能な年金制度を図るとともに、年金受給資格期間は１０年以上に短縮さ
れ、令和元年１０月からは「年金生活者支援給付金」制度が開始された。

年金記録問題に端を発して日本年金機構が設立されたが、更にデータ流失問題も起き、年金機構
に対する信頼を落としたこともあり、市民の年金機構の運営に対する厳しい姿勢を感じる。
また、自分自身の年金受給に対する関心がより一層深まっている。

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

必要経費は事業を行う上で最小限であり削減の余地はない。また、人件費についても障害基礎年金の裁定請求時は
提出書類が多く、障がいの内容により手続きに時間を要するなど削減の余地はない。なお平成２９年度からは、財源を
国庫支出金(委託金)で賄える臨時職員を確保し、窓口業務の対応拡充に努めている。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がない
理由・
改善案

無年金者をなくし、年金の受給権を確保するために免除申請等の促進を図る。また手続きの漏れを
防ぐため、内容の再確認をする。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

国民年金の被保険者に対し、ライフステージに応じた手続きを処理することで、適用漏れや未加入
者をなくし年金の受給権を確保することができる。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

法定受託事務であり、民間等に委ねることはできない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

対象者は市内の国民年金被保険者であり、各種届出や免除申請等の相談・受付を行うことで未納
者や未加入者をなくすことができるため、特段見直しの必要性はない。

市が行わなければならない

現状維持（従来通り実施）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

地方分権一括法による国民年金事務の見直しが行われ、法定受託事務となったが、やり取りの間に年金事務所(広域事務ｾﾝﾀｰ)が入る
ので煩雑な面がある。今後、事務の簡素化や年金事務所が主体となれば、本事業の大幅な縮小等が想定される。

維持

効
率
性
評
価
公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？



年 月
年度

３

３

３

４

佐野市行政評価システム A表（共通シート） 作成日 令和 2 6 26 日
評価対象年度　令和 元 政策体系コード 3334

評価区分（事前評価・事後評価） 事後評価（Ａ・Ｂ表）

担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター

基本目標 健やかで元気に暮らせるまちづくり 担当係 市民係 担当課長名 橋本　聡

政　　策 助け合い生きがいを実感できるまちづくり 新規事業・継続事業 継続事業

施　　策 地域福祉の推進と生活保障の確保 実施計画事業・一般事業 一般事業
基本事業 国民年金制度の周知啓発 市単独事業・国県補助事業 国県補助事業
短縮コード 会計 款 項 目 予算細事業名 任意的事業・義務的事業 義務的事業

実施方法 直営

事業分類 その他市民に対する事業

リーディングプロジェクト 該当なし

市長市政公約 該当なし

１．事務事業の現状把握【DO】

（１）事務事業の手段・目的・結果・各指標

①手段（事務事業の主な活動内容を記入します。）

事業概要（具体的な事務事業の活動内容・進め方） 令和元年度実績（令和元年度に行った主な活動内容）

国民年金被保険者数 人 21,426 20,601 19,960 18,000 16,700

免除申請承認者数
（法定・申請免除・学生特例・納付猶
予・産前産後）

人 5,208 5,214 5,302 6,400 6,600

②対象（この事務事業は誰・何を対象としていますか？）

国民年金被保険者数 人 21,426 20,601 19,960 18,000 16,700

③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

学生納付特例制度承認者数 人 1,427 1,401 1,383 1,500 1,600

上記以外の免除承認者数 人 3,781 3,813 3,919 4,900 5,000

④結果（どのような結果に結びつけますか？）

国民年金制度の周知啓発回数
回 16 18 18 18 18

（２）総事業費の推移・内訳
財源内訳 単位 Ｈ２９年度（実績） Ｈ３０年度（実績） Ｒ１年度（実績） Ｒ２年度（目標） Ｒ３年度（目標）

国庫支出金 千円 47 47 47 51 51
県支出金 千円

地方債 千円

その他 千円

一般財源 千円
事業費計（A) 千円 47 47 47 51 51

項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費 項目 事業費

消耗品費 47 消耗品費 47 消耗品費 47 消耗品費 51 消耗品費 51

正規職員従事人数 人 3 3 3 3 3
のべ業務時間 時間 580 580 650 650 650
人件費計（B) 千円 2,213 2,216 2,480 2,480 2,480

トータルコスト（A)＋（B) 千円 2,260 2,263 2,527 2,531 2,531

事務事業マネジメントシート

事務事業名 基礎年金等事務（葛生行政センター）
担当
組織

政策
体系

予算
科目 3106 一般 3 1 6 基礎年金等事務（葛生行政センター）

事業
計画

単年度繰り返し
事業
期間

昭和34年度～　年度
根拠
法令

条例等

国民年金法

左記事業概要と同じ

活動指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

・国民年金被保険者数
対象指標 単位

Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（見込）

Ｒ３年度
（見込）

・学生納付特例制度や免除制度を利用すること
により、未納者及び未加入者をなくす。

成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

・国民年金被保険者数（第1号）
・年金制度の必要性を理解してもらう。

上位成果指標 単位
Ｈ２９年度
（実績）

Ｈ３０年度
（実績）

Ｒ１年度
（実績）

Ｒ２年度
（目標）

Ｒ３年度
（目標）

人
件
費

事
業
区
分

・20歳到達者の第1号被保険者取得手続き
・公的年金離脱者の第1号被保険者取得手続き
・老齢基礎年金等各種給付請求書の受付
・保険料納付特例等の申請受付
・市のイベント開催時において年金制度の啓発

目
的

投
入
量

事
業
費

事業費の
内訳

千円



B表（事後評価シート）

事務事業名 基礎年金等事務（葛生行政センター） 担当部 市民生活部 担当課 葛生行政センター 担当係 市民係

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組
前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組

現状維持

２．事務事業の事後評価【Check】

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

類似事務事業名 基礎年金等事務、基礎年金事務（田沼行政センター）

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性 （２）改革・改善による期待効果
（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

現状維持（従来通り実施）
廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 コスト
（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。） 削減 維持 増加

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

国民年金制度は、昭和34年に福祉年金（無拠出）が始まり、昭和36年から拠出制の年金が発足した。
平成11年「地方分権推進一括法」が制定されたことに伴い、平成14年4月から法定受託義務として実施
している。

②事務事業を取り巻く環境（対象者や国・
県などの法令等、社会情勢など）は事務
事業の開始時期や合併前と比べてどの
ように変化していますか？

無年金者を出さないための年金制度の普及推進を行っている。また、基礎年金番号の未統合者及び
年金記録漏れ等に対する相談・照会が増加している。

③この事務事業に対して、関係者（市民、
議会、事務事業対象者）からどのような意
見・要望がありますか？

年金受給額や年金記録に疑問、不安がある。

「現状維持」により対象外

結びついている
理由・
改善案

安定した老後の生活が損なわれることを国民の連携により防止し、生活保障の充実及び維持向上が
はかられるため結びついている。

市が行わなければならない
理由・
改善案

法定受託事務である。

妥当である
理由・
改善案

対象者は、国民年金被保険者であるので、年金の受給権の確保することができるため妥当である。

成果向上余地がない
理由・
改善案

法定受託事務として、年金の受給権者を確保し、無年金者を出さないように年金事務所と連携を図り
窓口業務を行っており、これ以上の成果向上余地はない。

類似事務事業はあるが、統
合・連携できない 理由・

改善案

各庁舎の窓口業務であるため、統合等はできない。

効
率
性
評
価

削減の余地はない
理由・
改善案

国民年金事務を遂行上、最低必要経費であるため削減できない。また、職員も他の事務と兼務しなが
ら行っているため、削減の余地はない。

公
平
性
評
価

受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

法定受託事務である基礎年金等事務は、国民年金被保険者全員を対象とするため、受益者負担とい
う考え方はあわない。

総
合
評
価

地方分権一括法による国民年金事務の見直しが行われ、法定受託事務となっているが、今後、事務の簡素化や年金事務所が主体になれ
ば、本事業の縮小等が考えられる。

成
果

向
上

維
持

〇 ×

低
下

× ×

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価
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